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改 訂 記 録 表 

 

番

号  

許 認 可  
許認可事項 

年 月 日  番 号  許認可者 

１  Ｓ 43. 3.22 空監第 142 号  運輸大臣 運送約款 認可 

２  Ｓ 51. 7.21 
阪空総認 

第 5109 号  
大阪航空局長 運送約款一部変更 認可 

３  Ｓ 54. 3.29 
阪空総認 

第 5408 号  
大阪航空局長 運送約款一部変更 認可 

４  Ｓ 62. 4.27 
阪空総認 

第 6215 号  
大阪航空局長 運送約款一部変更 認可 

５  Ｒ  2. 5.28 
阪空振  

第 17 号  
大阪航空局長 

改正民法(令和 2 年 4 月 1

日施行)による運送約款一

部変更 認可 

     

     

     

     

     

     

 



第 １ 章  総   則  

 

（約款 の適用 ）  

第１条  愛媛 航空 株式 会社 （以下「 会社」と いう。）の 行う旅客 手荷物の 航空運送は  

   本約款 に基 づい て行 います。  

  ２ ．会社 は、 本運 送約 款を変更 できるも のとし、変 更をする 際は相応 の期間をも  

   って、ホー ム ペ ージ 等 に掲 示 すること により 変更 内容を告 知するも のとします 。 

 

（運賃 及び料 金）  

第２条  運賃 及び 料金 は、 別に定め るところ によります 。  

 

（運航 上の変 更）  

第３条  会社 は法 令の 執行 、官公署 要求、争 議行為、動 乱戦争、 機材の故 障、悪天候  

   その他 のや むを 得な い事由に より、飛 行経路、発 着日時若 しくは発 着場の変更 、  

   運航の 全部 若し くは 一部の中 止、旅客 の搭乗の制 限又は手 荷物の積 載の制限若  

   しくは 取降 しを する ことがあ ります。  

    ２ ．会社 は前 項の 場合 に生じた 一切の損 害について 賠償する 責を負い ません。  

 

（責任 ）  

第４条  会社 は航 空機 に搭 乗中又は 搭乗中に 生じた事故 による旅 客の死亡 若しくは傷  

   害又は 手荷 物の 減失 毀損延着 等に対し 損害賠償の 責を負い ます。但 し、会社が  

   会社又 はそ の使 用人 に故意又 は過失が なかったこ とを証明 したとき は、この限  

   りでは あり ませ ん。  

    ２ ．賠償 の限 度に つい ては第２ ３条及び 第２５条の 定むると ころによ ります。  

 

（係員 の指示 ）  

第５条  旅客 及び 貸切 飛行 の借主（ 以下「借 主」という 。）は、 旅客の搭 乗及び降機  

   又は手 荷物 等の 積降 その他発 着場又は 航空機内の 行動につ いてはす べて係員の  

   指示に 従わ なけ れば なりませ ん。  

 

（賠償 金）  

第６条  会社 は旅 客又 は借 主が故意 又は過失 によりある いはこの 運送約款 を守らない  

   ことに より 会社 に損 害を与え た場合は 、その損害 相当額の 賠償金を 申し受けま  

   す。  

 

（管轄 裁判所 ）  

第７条  この 約款 によ る運 送契約の 成立、効 力及び解釈 は日本の 法律に準 拠し、これ  

   に関し て生 じる 一切 の訴訟は 会社の本 店所在地の 裁判所の 管轄とし ます。  

 

（特約 ）  

第８条  会社 は、 旅客 又は 借主の申 出により 、この約款 の一部の 規定につ いて特約を  

   結ぶこ とが あり ます 。この場 合におい ては第１条 の規定に かかわら ずこの特約  

   事項を 適用 しま す。  

 

（利用 者の同 意）  

第９条  旅客 又は 借主 は、この運送 約款を承 認し、且つ これに同 意したも のとします 。  



第 ２ 章  旅   客  

 

（航空 券）  

第 10 条  会社は 所定 に運 賃 又は料金を 申 受 けて 個人航空 券団体航 空券又は貸 切航空  

   券（以 下「 航空 券」 という。 ）を発行 します。  

    ２ ．記名 式航 空券 は他 の人に譲 渡するこ とは出来ま せん。  

    ３ ．航空 券は 券面 記載 の通りに 使用しな い場合又は 記名本人 以外の人 が使用する  

   場合は 無効 とな りま す。  

 

（有効 期間）  

第 11 条  航空券 で搭乗日時 の指定の ないもの の有 効期間 は発売の 日から３ ０日としま  

   す。  

 

（搭乗 日時）  

第 12 条  会社の 航空 機に 搭 乗するには 、日 時の指定を 必要とし ます。日時の 指定を受  

   けよう とす ると きは 、会社事 業所又は 代理店にお いて航空 券を呈示 することを  

   必要と しま す。  

 

（有効 期間の 延長 時）  

第 13 条  旅客は、下 記の 場 合、時間 までに会社 に 申出 て 航空券の 有効期間を 延長する  

   ことが でき ます 。  

   （１） 会社 に直 接申 出た場合 、指定日 時の２０分 前。  

   （２） 代理 店を 通じ て申出た 場合、指 定日時の２ 時間前。  

   （３） 日時 の指 定の ない場合 、有効期 間の末日。  

 

（航空 券の呈 示）  

第 14 条  会社は、旅 客に 搭 乗前 に航空券 の 呈示 を 求めます。航空 券の呈示の ない場合  

   は搭乗 でき ませ ん。  

 

（適用 運賃及 び料 金）  

第 15 条  適用運 賃及 び料 金 は、航空券 の最初の 搭 乗用 片 によって 行う旅行の 開始当日  

   におい て有 効な 運賃 及び料金 とします 。  

    ２ ．収受 運賃 又は 料金 が適用運 賃又は料 金と異なる 場合はそ の差額を それぞれの  

   場合に 応じ て払 戻し 又は徴収 します。 但し航空券 を運賃又 は料金値 上げの実施  

   日前に 購入 し、 且つ 当該旅行 をその運 賃又は料金 値上り実 施日後３ ０日以内に  

   開始す る場 合の 適用 運賃又は 料金は航 空券の発売 日におい て有効な 旅客運賃又  

   は料金 とし ます 。  

 

（小児 運賃）  

第 16 条  旅客に 同伴 され た 座席を使用 し な い３ 才未満の 小児は旅 客１人につ き、１人  

   までは 無料 とし ます 。  

 

（集合 時刻等 ）  

第 17 条  旅客は 、会社の指 定する時 刻までに 会社 の指定 する場所 に集合し なければな  

   りませ ん。 旅客 が指 定された 時刻まで に集合しな かった場 合には搭 乗できない  

   ことが あり ます 。  



（会社 の都合 によ る払 戻し ）  

第 18 条  第３条 の事由又は 会社の都 合により 運送 約款の 全部又は 一部の履 行ができな  

   くなっ た場 合は 、旅 客の請求 に応じ、 未飛行部分 に相当す る運賃の 払戻しをし  

   ます。 この 場合 会社 は、旅客 の飛行継 続にできる 限り便宜 をはから います。  

 

（旅客 又は借 主の 都合 によ る払戻し ）  

第 19 条  旅客又 は借 主が そ の都合によ っ て 運送 契約を取 り消す場 合は、次の 場合に限  

   り次の 各号 に定 むる 額の運賃 料金の払 戻しをしま す。  

   （１） 搭乗 日時 の指 定を受け ていない で取消す場 合は、航 空券の有 効期間内に  

     限 り収 受し た運 賃の９割 。  

   （２） 会社 が指 示し た集合時 刻の２４ 時間前まで に取消し の通知が あった場合  

     は 収受 した 運賃 の７割。 （遊覧飛 行の場合を 除きます 。）  

   （３） 会社 が指 示し た集合時 刻の６時 間前までに 取消しの 通知があ った場合は  

     収 受し た運 賃の ５割。（ 遊覧飛行 の場合を除 きます。 ）  

   （４） 遊覧 飛行 であ って会社 が指示し た集合時刻 までに取 消しの通 知があった

     場 合は 収受 した 運賃の９ 割。  

 

（航空 券の紛 失）  

第 20 条  航空券 を紛 失し た 場合は次の 各 号 によ り運賃料 金の払戻 しをします 。  

   （１） 紛失 した こと によって 別に航空 券を購入使 用した後 紛失した 航空券を発  

     見 した 場合 は、 有効期間 の末日か ら３０日以 内に限り 、全額払 戻しをしま  

     す 。  

   （２） 紛失 した こと によって 旅行を取 り止める場 合は、前 条に準ず る取扱いを  

     し ます 。  

 

（払戻 しの方 法）  

第 21 条  運賃料 金の 払戻 し は会社の事 業 所 又は 代理店に おいて航 空券と引換 に、航空  

   券の指 定日 時又 は有 効期間の 末日から ３０日以内 に限って 行います 。  

 

（搭乗 の制限 ）  

第 22 条  次の各 号に該当す る者は特 に会社の 同意 を得た 場合の外 搭乗する ことが出来  

   ません 。  

   （１） 精神 病者 、伝 染病患者 、薬品中 毒者、泥酔 者。  

   （２） 附添 人の ない 傷病者、 身体障害 者又は３才 未満の小 児。  

   （３） 武器 （職 務上 携帯する 物を除く ）火薬、爆 発物、発 火又は引 火し易い物  

     品 その 他航 空機 、乗客又 は搭載物 を損傷する おそれの ある物品 を携帯する  

     者 。  

   （４） 航空 運送 に不 適当な物 品又は動 物を携帯す る者。  

   （５） 他の 乗客 に不 快の念を 与えるお それのある 者。  

   （６） 第２ ４条 の規 定による 持込手荷 物の点検を 拒んだ者 。  

   （７） 機内 で紙 巻き たばこ、 電子たば こ、加熱式 たばこそ の他の喫 煙器具を使  

     用 する 者。  

 

（賠償 の限度 ）  

第 23 条  会社は、航 空機 に 搭乗 中又は乗 降 中、会社が 責に任ずべ き事故によ り生じた  

   旅客の 死亡 又は 傷害 に対して は、誠意 をもって賠 償を行い ます。  

 



第 ３ 章  手 荷 物  

 

（内容 の明示 及び 点検 ）  

第 24 条  会社は 、旅客の手 荷物が第 ２３条記 載の 物件の 疑いがあ ると認め た場合は次  

   の各号 によ り処 理し ます。  

   （１） 持込 手荷 物（ 身廻品を 含む）の 場合は、本 人立会の 上点検す ることがあ  

     り ます 。  

   （２） 前号 の点 検を 拒んだ場 合は、手 荷物の持込 を断りま す。  

 

（賠償 の限度 ）  

第 25 条  手荷物（身 廻品 一 切を 含む）に生じた 損 害に つ いて会社 が賠償の責 を負う場  

   合の賠 償額 は旅 客１ 人につき １５万円 を以って限 度としま す。  

 

（手荷 物持込 の制 限）  

第 26 条  会社は 、次 の各 号 に掲げる手 荷 物 の持 込は認め ません。  

   （１） 包装 若し くは 荷造りの 不完全な もの、破損 、腐敗若 しくは変 質し易いも  

     の 、臭 気を 発す るもの、 不潔なも の又は航空 機若しく は他の運 送品を損傷  

     す るお それ のあ るもの。  

   （２） 腐触 性薬 品、 武器、火 薬、爆発 物、発火又 は引火し 易いもの 。  

   （３） 航空 運送 に不 適当なも の。  

   （４） 法令 又は 官公 署の命令 によって 移動を禁止 されてい るもの。  

   （５） 会社 にお いて 航空運送 上不適当 と判断する もの。  

 

 

附則  

（適用 期日）  

第１条  この 運送 約款 は令 和２年７ 月１日か ら適用しま す。  

 


